
内容

針刺し事故等の場合の傷害事故も補償
※上記事例はリスクを説明したものであり、必ず保険金が支払われる訳ではありません。



日常の看護業務上生じた医療安全にかかわる
できごとの相談対応･支援を行っています!!

0120-800-073

看護業務に役立つ研修会を参加費無料で開催しています!!

「看護職賠償責任保険制度」
サービス推進室

医療安全に関する医療･看護情報の提供を行っています!!
「看護職賠償責任保険制度」
ホームページ

ハラスメントに関する相談に対し、看護職･臨床心理士が対応･助言します !!
0120-515-404

1事故1事故

（補償期間中 1億5,000万円まで）（補償期間中 100万円まで）
（補償期間中 5,000万円まで）
※支払限度額は、対人賠償の
　支払限度額と共有です。

補償UP! 補償UP! 補償UP! NEW!
法律相談費用

「看護職賠償責任保険制度」
ハラスメント相談窓口

※法律上の損害賠償金のほか、弁護士報酬等の争訟費用・その他各種費用も補償します。

2020年4月作成（20-T00169）

※保険加入には日本看護協会会員資格が必要です。
※このご案内は、看護職賠償責任保険制度の概要をご説明したものです。加入申し込みの際は必ず専用のパンフレット・重要事項説明書や看護職
　賠償責任保険制度ホームページをご確認のうえ、お手続きをお願いします。ご不明な点等がある場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。

（補償期間中 30万円まで）


